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国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
二
割
削
減
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

英
国
の
財
政
再
建
に
お
い
て
は
、
年
金
給
付
抑
制
、
社
会
保
障
費
削
減
な
ど
四
年
間
で
総
額
十
兆
円
の
歳
出
を
削
減
す
る
と

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
各
省
予
算
の
二
割
を
削
減
し
、
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
四
十
九
万

人
を
削
減
す
る
と
い
う
徹
底
し
た
財
政
再
建
策
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

翻
っ
て
、
我
が
国
で
は
、
国
と
地
方
の
借
金
が
千
百
兆
円
に
な
る
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
財
政
再
建
は
一
向
に
遅
々
と
し
て

進
ま
ず
、
そ
の
内
容
も
非
常
に
手
ぬ
る
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

与
党
で
あ
る
民
主
党
の
公
務
員
制
度
改
革
・
総
人
件
費
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
ス
ト
権
を
含
む
労
働
基
本
権
付
与

な
ど
の
公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て
検
討
し
、
年
内
に
は
意
見
を
集
約
し
、
政
府
に
提
言
す
る
と
聞
く
。
政
府
は
こ
れ
を
受
け

て
来
年
の
通
常
国
会
に
公
務
員
制
度
改
革
案
を
提
出
す
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

我
が
党
は
、
以
前
よ
り
行
政
改
革
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
自
公
政
権
に
お
い
て
平
成
十
七
年
か
ら
は
国
家
公
務
員

の
総
人
件
費
改
革
を
行
い
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
公
務
員
の
削
減
目
標
を
達
成
し
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
民
主
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
党
の
公
式
文
書
に
お
い
て
、
公
務
員
の
総
人
件
費
の
二
割
、
一
・
一

兆
円
を
削
減
す
る
と
し
、
と
も
に
菅
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
閣
僚
は
、
本
年
の
給
与
改
定
に
つ
い
て
本
年
八
月

一



の
人
事
院
勧
告
を
上
回
る
公
務
員
給
与
の
削
減
、
い
わ
ゆ
る
「
深
掘
り
」
を
行
う
意
向
を
表
明
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
臨
時
会
に
、
人
事
院
勧
告
ど
お
り
の
給
与
法
改
正
案
を
提
出
、
成
立
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
国
民
に
対
す
る
重
大
な
違
約
で

あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
給
与
法
改
正
案
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
違
約
を
取
り
繕
う
べ
く
、
「
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
」
を
閣
議
決
定
し
、
「
次
期
通
常
国
会
に
自
律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
た
め
の
法
案
を
提
出
し
、
交

渉
を
通
じ
た
給
与
改
定
の
実
現
を
図
り
、
そ
の
実
現
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
人
件
費
を
削
減
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検

討
し
、
必
要
な
法
案
を
次
期
通
常
国
会
か
ら
、
順
次
、
提
出
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す

る
。

一

「
総
人
件
費
二
割
削
減
」
の
中
の
二
割
と
い
う
数
字
の
根
拠
及
び
削
減
の
方
策
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
一
日
の
衆
議
院
総
務
委
員
会
に
お
け
る
我
が
党
の
谷
委
員
の
質
問
に
対
し
て
、
片
山
総
務
大
臣

は
、
国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
削
減
に
つ
い
て
「
真
水
で
や
る
べ
し
と
い
う
意
見
は
当
然
あ
る
」
旨
答
弁
し
て
い
る
が
、

「
真
水
」
で
、
「
国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
二
割
削
減
」
（
総
人
件
費
一
・
一
兆
円
の
削
減
）
が
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
の

判
断
に
お
け
る
総
人
件
費
の
削
減
額
は
、
国
の
人
件
費
の
減
少
分
を
も
っ
て
直
ち
に
総
人
件
費
の
削
減
と
す
る
の
か
、
国
の

人
件
費
の
減
少
額
と
地
方
へ
の
財
源
措
置
額
の
差
引
額
を
も
っ
て
総
人
件
費
の
削
減
額
と
す
る
の
か
、
統
一
見
解
を
伺
い
た

二



い
。

三

政
府
関
係
者
の
発
言
の
中
に
、
公
務
員
へ
の
労
働
基
本
権
の
付
与
と
、
総
人
件
費
二
割
削
減
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
考
え
方
が

散
見
さ
れ
る
が
、
労
働
基
本
権
を
付
与
し
た
場
合
、
給
与
の
引
上
げ
を
求
め
て
く
る
の
で
は
な
い
の
か
。
政
府
は
、
公
務
員

に
労
働
基
本
権
を
付
与
す
れ
ば
、
簡
単
に
人
件
費
の
大
幅
削
減
に
つ
い
て
労
使
で
合
意
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
か
伺
い
た

い
。
考
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

私
が
先
国
会
に
提
出
し
た
「
土
地
家
屋
調
査
士
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
五
第

五
〇
号
）
の
中
で
政
府
は
、
「
個
々
の
出
先
機
関
の
事
務
・
権
限
の
地
方
移
譲
等
の
取
扱
方
針
及
び
そ
の
実
現
に
向
け
た
工

程
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
並
び
に
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
『
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
』
を
年
内
目
途

に
策
定
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
策
定
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が
、
も

う
、
既
に
十
二
月
に
な
り
、
年
末
が
迫
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
主
党
の
地
域
主
権
調
査
会
が
十
一
月
三
十
日
に
国
の
出
先

機
関
改
革
に
つ
い
て
の
提
言
案
を
ま
と
め
た
と
聞
く
。
政
府
は
、
こ
の
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
、
い
つ
、
ど

の
よ
う
な
内
容
と
し
て
策
定
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
進
捗
状
況
を
含
め
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


